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認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 認知症施策・地域介護推進課 

 
 

今回の内容 

 

「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」

及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修

（介護職員初任者研修・生活援助従事者研修）の臨時的な取

扱いの廃止について」 

 

計５枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-3595-2889（内線 3936、3877） 
FAX : 03-3503-7894 

 



 

老認発 0331第５号 

令和８年３月 31日 

 

各 都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護員養成研修の取扱細則の一部改正について 

 

標記については、令和７年の地方分権改革に関する提案募集において、地方公共団体から、

介護職員初任者研修における通信学習方式の学習時間の取扱いの弾力化について提案がなさ

れたことを受けて、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年 12月 23日

閣議決定）において、「介護職員初任者研修については、介護職員等がより受講しやすい環境

を整えるため、オンラインによる実施を認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得

る。その結果に基づいて令和７年度中に必要な措置を講ずる。」とされたところである。 

これを踏まえ、今般、介護員養成研修の取扱細則について、別添のとおり改正することとし、

令和９年４月より施行することとしたので、御了知の上、実施又は研修実施機関を指定する際

には十分留意するとともに、管内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対

し、その周知徹底を図られたい。 

 

 



 

（別添） 

 

改正後 改正前 

Ⅰ 介護職員初任者研修 

１０．通信学習等について 
 受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、対面で

の実施のほか、テレビ電話装置等（テレビ電話装置その他の情報

通信機器をいう。以下同じ。）を活用する形態や、録画された動

画を視聴させる形態、通信学習（教材を送付し、郵送等により添

削を行うものをいう。以下同じ。）の形態により実施できるもの

とすること。ただし、対面以外の形態により実施する場合にあっ

ては、以下の点に留意すること。 

（１）テレビ電話装置等を活用する形態及び録画された動画を視

聴させる形態により実施する場合には、講師等に対する研修

受講者の質問の機会が確保できるようにすること。なお、通

信環境がない等で受講が困難な受講者から相談があった場合

は、視聴用の会場を用意するほか、対面方式で行っている別

の研修を案内する等の配慮を行うこと。また、受講者が講義

を適正に視聴していることの確認のため、受講者の画面が常

に表示されていることの確認（テレビ電話装置等を活用する

形態の場合に限る。）や、研修途中での試験やアンケート、

研修後の課題やレポート等で理解度を確認する等の対応を行

うこと。 

Ⅰ 介護職員初任者研修 

１０．通信学習について 
 受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、介護職

員初任者研修カリキュラムで実施する全１３０時間のうち、各科

目ごとの上限を超えない範囲で最大合計４０.５時間について実

施することができるものとする。各科目ごとの通信学習の上限は

別添４「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総

時間」のとおりとする。なお、通信学習を実施する場合には、適

切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）録画された動画を視聴させる形態により実施する場合に

は、（１）に加え、添削指導、面接指導等による十分な指導

を合わせて行うこと。 

（３）通信学習の形態により実施する場合には、各科目の上限を

超えない範囲で最大４０.５時間までとし、残りの研修時間

については、他の形態により実施すること。各科目の通信学

習の上限は別添４「通信形式で実施できる科目ごとの上限時

間と各科目の総時間」のとおりとする。なお、通信学習の形

態により実施する場合には、適切な教材及び適切な方法によ

り、指導及び評価を行うこと。 

（４）（１）から（３）までに関わらず、実技を学ぶ演習や実習

の科目については、対面（本会場とは別の会場に講師を配置

して行う形態であって、対面と同様の効果が認められる場合

を含む。）により実施すること。 

 

Ⅱ 生活援助従事者研修 

９．通信学習等について 

受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、対面で

の実施のほか、テレビ電話装置等を活用する形態や、録画された

動画を視聴させる形態、通信学習の形態により実施できるものと

すること。ただし、対面以外の形態により実施する場合にあって

は、以下の点に留意すること。 

（１）テレビ電話装置等を活用する形態及び録画された動画を視

聴させる形態により実施する場合には、講師等に対する研修

受講者の質問の機会が確保できるようにすること。なお、通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 生活援助従事者研修 

９．通信学習について 

受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、生活援

助従事者研修カリキュラムで実施する全５９時間のうち、各科目

ごとに、別添９「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各

科目の総時間」に規定する合計２９時間の範囲内で、通信学習と

することができるものとする。 

なお、通信学習を実施する場合には、適切な教材及び適切な方

法により、指導及び評価を行うこと。 



 

信環境がない等で受講が困難な受講者から相談があった場合

は、視聴用の会場を用意するほか、対面方式で行っている別

の研修を案内する等の配慮を行うこと。また、受講者が講義

を適正に視聴していることの確認のため、受講者の画面が常

に表示されていることの確認（テレビ電話装置等を活用する

形態の場合に限る。）や、研修途中での試験やアンケート、

研修後の課題やレポート等で理解度を確認する等の対応を行

うこと。 

（２）録画された動画を視聴させる形態により実施する場合に

は、（１）に加え、添削指導、面接指導等による十分な指導

を合わせて行うこと。 

（３）通信学習の形態により実施する場合には、科目ごとに、別

添９「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の

総時間」に規定する合計２９時間までとし、残りの研修時間

については、他の形態により実施すること。 

なお、通信学習の形態により実施する場合には、適切な教

材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。 

（４）（１）から（３）までに関わらず、実技を学ぶ演習や実習

の科目については、対面（本会場とは別の会場に講師を配置

して行う形態であって、対面と同様の効果が認められる場合

を含む。）により実施すること。 

 

 

 



事 務 連 絡  

令 和 ８ 年 ３ 月 31 日  

 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修（介護職員初任者研修・ 

生活援助従事者研修）の臨時的な取扱いの廃止について 

 

 

標記については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修（介護職員初

任者研修・生活援助従事者研修）の臨時的な取扱いについて」（令和２年４月 30日

付事務連絡）において、都道府県の判断により、修了評価を含め、全て通信学習の

活用による実施とすることを可能とし、令和６年４月 16日付け事務連絡「介護員養

成研修（介護職員初任者研修・生活援助従事者研修）の取扱いについて」により当

面の間継続することとしたところです。 

今般、「介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者研修・生活援助従事

者研修関係）」（平成 24 年３月 28 日老振発 0328 第９号厚生労働省老健局振興課長

通知）の一部改正により、通信学習方式の取扱いを見直すこととしたことを踏まえ、

当該臨時的取扱いについては、令和９年３月 31日をもって廃止することとしますの

で、研修実施機関等への周知について、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課人材研修係  

    TEL：03-5253-1111 (内線 3936、3877) FAX：03-3503-7894 

  Mail：shinkou-jinzai@mhlw.go.jp 


